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　リスクを適切にコントロールして､国民の健康を保護していくためには､リスクコミュニケーションが重要で
す。リスクコミュニケーションとは､食品の安全性について消費者を含む関係者との間で情報の共有や意見
交換を行うことです｡食品安全委員会では､国民の関心の高いリスク評価の内容などについてリスクコミュニ
ケーションを行うとともに､リスク管理機関や地方公共団体と連携したリスクコミュニケーションにも取り組
んでいます。
　また､食品安全委員会 ( 原則毎週木曜日開催 ) や専門調査会などの会合は､原則､公開で行われており､す
べての議事録をホームページに掲載して透明性の確保に努めています。

　食品安全委員会の最も重要な役割は､食品に含まれる可能性のある添加物や農薬などの危害要因が人の
健康に与える影響についてリスク評価を行うことです。具体的には､食品中の危害要因を摂取することによっ
て､どの位の確率でどのぐらい深刻に健康への悪影響が起きるかを科学的に評価します。 
　食品安全委員会では､主として厚生労働省､農林水産省、消費者庁などのリスク管理機関からの評価要請
を受けてリスク評価を実施するほか、自ら評価を行う必要があると考えられる場合には、「自ら評価」と呼ばれ
るリスク評価も実施しています。 
　さらに､食品安全委員会は､リスク評価の結果に基づいて行われるべき施策について内閣総理大臣を通じ
て､リスク管理機関の大臣に勧告を行うことができます。
　なお、リスク評価のことを食品安全基本法の中では「食品健康影響評価」と呼んでいます。

○企画
○リスクコミュニケーション
○緊急時対応

○添加物
○農薬
○動物用医薬品
○器具・容器包装
○化学物質・汚染物質

○微生物・ウイルス
○プリオン
○かび毒・自然毒等

○遺伝子組換え食品等
○新開発食品
○肥料・飼料等

・総務課 　
・評価課 　
・勧告広報課 　
・ 情報・緊急時対応課 　
・ リスクコミュニケーション官 

化学物質系

生物系

新食品等

　食品安全委員会は、食の安全に関し深い識見を有する7名の委員から構成され、その下に14の専門調査会
が設置されています。このうち11の専門調査会が、添加物、農薬といった危害要因ごとのリスク評価について調
査審議しています。
　また、これらの運営のために事務局が設置されています。

食品安全委員会の役割 

食品安全委員会及び事務局の構成

食品安全委員会の主な役割

1.  リスク評価

　食品安全委員会と消費者庁及びリスク管理機関は､日頃から密接に連携して食中毒の発生などの情報を
収集･分析し、国民の健康被害の防止やリスクの最小化に取り組んでいます。
　食品の摂取を通じて重大な健康被害が生じるおそれのある緊急事態の発生時には､政府一体となって危
害の拡大や再発の防止に迅速かつ適切に取り組むとともに､危害物質等に関する科学的知見や食品安全委
員会としての見解等をマスメディア､政府広報､インターネットなどを通じて､迅速に分かりやすく、かつタイ
ムリーに国民へ提供します。
　

3. 緊急の事態への対応

2.  リスクコミュニケーションの推進 


